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３ 容積率が異なる宅地

▲

評基通20―7

◆容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地を評価する場合
に財産評価基本通達20―7を適用していない
◆容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地の場合でも、財
産評価基本通達20―7を適用できない場合がある

解 説

１ 容積率とは
周辺は1～2階建ての戸建住宅として利用されているのに、自分の土

地だけ10階建てのビルを建築しようとすると、通常は都市計画法で2

階までの建物に制限されます。

容積率とは、都市計画区域内において定められている建物の敷地面

積に対する延床面積の割合の最高限度のことをいいます（建基52）。

少し分かりにくいかもしれませんが、評価対象地に建築可能な階層

を計算する際に、容積率を確認する必要があります。

必然的に、容積率が高ければ、建築可能な建物の階層が増えますの

で、一般的には利用価値が高くなるといえます。

容積率は、各地方自治体が都市計画の目的に合わせて地域ごとに定

めています。例えば、商業地域であれば、容積率は高め（200％～）に

設定されており、一方で、住宅地域では低めに設定されています（50％

～）。一般に住宅地域より商業地域の方が、土地の高度利用を求めら

れるからです。
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なお、この容積率は、路線価を作成する際にも考慮されています。

次に、容積率には、指定容積率と基準容積率という考え方がありま

す。「地積規模の大きな宅地の評価」においては、この両者の違いによ

って適用可否が決まる場合がありますので、注意が必要です。

２ 指定容積率
まず、「指定容積率」についてです。建築基準法では「指定容積率」

という用語は出てきません（「容積率」なら出てきます。）。

容積率は、各地方自治体が都市計画に基づいて各地域に容積率を指

定することになっているため「指定容積率」といわれているようです。

なお、この「指定容積率」と次の「基準容積率」という言い方は、

国土交通省が毎年1月1日現在の土地価格を公開する地価公示の鑑定評

価書にも記載されています。したがって、国土交通省が公認する表現

方法といえます。

この指定容積率は、かつては都市計画図を入手（多くの場合有償）

して確認しなければなりませんでしたが、最近では地方自治体によっ

てはホームページで確認することができます。

３ 基準容積率
一方、「基準容積率」というものもあります。これも建築基準法に規

定されている用語ではありません。

基準容積率は、前面道路の幅員が12m未満の場合にのみ適用され、

住居系の用途地域では道路幅員に4／10あるいは6／10、その他の用途

地域では道路幅員に4／10、6／10、8／10を乗じた値と指定容積率のい

ずれか低い方を、評価対象地の基準容積率とします（建基52②）。具体

的には、次の例のとおりです。

2頁

第１章 宅 地 17

3頁 〔ZSR0003〕【東陽(幸内)】



評価不産規制･偶数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

例) 住居系の用途地域、幅員4m、指定容積率200％
4m × 4／10 ＝ 16／10
16／10つまり基準容積率は160％です。指定容積率は200％ですが、基
準容積率が160％ですので、評価対象地に建物を建築する際の基準とな
る容積率は160％までになります。

４ 用途地域
ここで、上記３に出てきた「用途地域」について説明しておきます。
建築基準関係規定を理解する上で、用途地域の理解は欠かせません。

特に、本項目の「容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地の評価」に
おいては重要です。一つの評価単位の宅地が、複数の用途地域にまた
がって存する場合に、それぞれの用途地域の容積率も異なるケースが
多く、評価対象地に建築可能な建築物のサイズに影響を与え、これが
すなわち土地の価値に影響を与えることになります。
用途地域とは、都市計画法で都市計画区域に定めなければならない

とされている地域のことです。
用途地域は、本書では度々登場しますので把握しておいてください。
用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居
地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、
商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域の13地域に分かれ
ます（都計8①一）。
例えば、評価対象地が第一種住居地域と商業地域にまたがって存す

る場合、住居系の用途地域と商業系の用途地域では、立体利用に対す
る価値観が異なってきますから、両地域を境に容積率が異なる場合が
生じます。
このような場合には、「容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地」

として評価額を算定する必要があります。
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５ 容積率が価額に及ぼす影響度
二つ以上の容積率がある地域の自用地評価額は、通常の自用地評価

額に（1 － 減額割合）を掛けたものになります（評基通20―7）。
減額割合は、以下の算式で算出できます。

自用地評価額 ＝ 通常の自用地評価額 ×（1 － 減額割合）

減額割合＝







1 －

容積率の異なる各部分ごとに容積
率とその地積を乗じた数値の合計
正面路線価に接す
る部分の容積率 × 全体地積







×影響度(※)

(注) 小数点3位未満四捨五入
※ 容積率が価額に及ぼす影響度

地区区分 影響度

高度商業地区、繁華街地区 0.8

普通商業・併用住宅地区 0.5

普通住宅地区 0.1

 誤りやすい事例 

◆容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地を評価する場合に財
産評価基本通達20―7を適用していない
一般に、評価対象地が幹線道路沿いにあって、商業施設が集積して

いる地域に存している場合には、都市計画の確認を怠らないことが必
要です。実務上、財産評価基本通達20―7を適用していない場合が散
見されます。図3―1のケースでは、財産評価基本通達20―7を適用す
ることができます。
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図3―1

20m20m20m

20m20m20m

400C400C400C

＜容積率　200％＞

＜容積率　80％＞

（適用可）

◆容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地の場合でも、財産評
価基本通達20―7を適用できない場合がある
図3―1は適用できますが、図3―2の場合には適用できないため注意
が必要です。
なお、正面路線に接する部分の容積率が他の部分の容積率よりも低
い宅地のように、この算式により計算した割合が負数となるときは適
用しません。
例えば、図3―1で正面路線価400Ｃに接している容積率が80％であ
り200％と逆になっている場合（図3―3の場合）には、容積率が評価額
に及ぼす影響度の算式で減額割合を算定するとマイナス（負）の値に
なってしまうため、本規定は適用できないこととなりますので注意が
必要です。
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図3―2

路線価
500
千円

路線価
500
千円

路線価
500
千円

路線価 250千円路線価 250千円路線価 250千円

C画地 A画地 B画地

（容積率　500％地域）

（適用不可）

（容積率　400％地域）

（出典：国税庁質疑応答事例「容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
(2)」）

図3―3

20m20m20m

20m20m20m

400C400C400C

＜容積率　80％＞

＜容積率　200％＞

＜容積率　200％＞

＜容積率　80％＞
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９ 評価単位

▲

評基通7―2

◆相続人が被相続人所有の宅地に使用貸借により居住してい
る場合は、被相続人が居住していた宅地と相続人が居住し
ていた宅地は一体で評価する
◆同一敷地内に貸家が2棟建築されている場合は個々に評価
する

解 説

１ 評価単位の判定
土地の評価に際しては、まず、土地の地目を判定し、地目ごとに評

価単位を判定することになります。

地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則68条及び69条に準じて

行います（評基通7）。

これは財産評価基本通達独自の考え方です。例えば、不動産鑑定評

価では、地目にとらわれず、依頼者へのヒヤリングにより依頼目的に

応じて評価単位を判定していきます。

この判定に際しては、依頼者の利益を害するおそれがないかどうか

の観点から、その妥当性を不動産鑑定士が判断しなければならないこ

ととされています。

２ 基本的な考え方
評価対象地が宅地の場合に、贈与や遺産分割等による宅地の分割が

第１章 宅 地48
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親族間等で行われると、評価単位は、原則として分割後の画地を前提
に判定します（評基通7―2）。
(1) 原 則
地目の別に評価するため、例えば宅地と畑、宅地と駐車場（雑種地）
が隣接しているようなケースでは､各々別個に評価します。

図9―1

居　宅 畑

図9―1のように居宅と畑が隣接している場合には原則として個々に
評価することになります。ただし、畑の定義が今一つ曖昧で、「農耕地
で用水を利用しないで耕作する土地」（不動産登記事務取扱手続準則68）と
されているのみです。特に農地法等で規制されている畑とは限りませ
ん。仮に家庭菜園程度のものであれば、畑として単独評価してよいか
判断が分かれるところです。
なお、家庭菜園は、農地等についての相続税等の納税猶予及び免除
の特例を適用する際の「農地」に含まれませんので注意が必要です（措
通70の4―1(1)）。
(2) 宅 地
宅地は、1画地の宅地（利用の単位となっている1区画の宅地）を評
価単位とします（評基通7―2(1)）。通常は建物ごとの利用単位を判定し
ます。
ただし、評価単位は必ずしもこの利用単位とは一致せず、例えば図
9―2のように、被相続人の居住用宅地と事業用宅地が隣接している場
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合は、これを一体で評価します。いずれも他人による利用制限がかけ
られていませんし、居宅部分と店舗部分の面積配分をどのようにとる
かは、被相続人の自由ということになります。したがって、側方影響
加算率は、店舗部分のみならず、居宅も含めた敷地全体に乗じること
になります。

図9―2

居　宅 店　舗

(3) 貸家建付地
図9―2の店舗部分が、貸家として第三者に賃貸されている場合（図

9―3）には、居宅部分と貸家部分とで、土地の上に存する権利が異な
るため個々に評価します。

図9―3

居　宅 貸　家

個別に評価する際に、居宅部分と貸家部分は1筆の土地上にあって、
外観上、両者の境界が不明確な場合があります。建築計画概要書や測
量図等により境界線が把握できることもありますので、これらの資料

第１章 宅 地50

4頁〔ZSR0009〕【東陽(幸内)】 5頁



評価不産規制･奇数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

で確認をする必要があります。

(4) 不合理分割

贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合にお

いて、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができない

など、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割

前の画地を1画地の宅地として判定します（評基通7―2(1)注）。
図9―4

相続人A取得

相続人B取得

一棟の建物

具体的には、図9―4のように、正方形の土地を斜めに分割し三角形

の宅地として相続する場合です。

相続人ＡとＢが協議により、三角形の宅地として分割することその

ものは有効ですが、財産評価に際しては、不合理分割として個々に評

価することは認められません。

(5) 農 地

田及び畑は、1枚の農地（耕作の単位となっている1区画の農地）を

評価単位とします（評基通7―2(2)）。

なお、1枚の農地とは、通常、農業の耕作単位として1反のことをい

います。1反は約991.73m2ですので、おおむね1,000m2単位で評価す

ることになります。

ただし、市街地農地は、1筆によらず、宅地同様に一団の土地ごとに

評価します。
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36 配偶者居住権

▲

相法23の2

◆合意解除や放棄等の場合は贈与税の課税対象となる

解 説

１ 配偶者居住権
(1) 配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の

財産に属していた建物に居住していた場合に、当該居住建物を無償で
使用及び収益をすることのできる権利をいいます（民1028）。
配偶者居住権の制度趣旨は、遺産分割等において配偶者の安定的な

住居を確保することにあります。例えば、被相続人とその配偶者が居
住していた不動産が地価の高い地域にあって、この不動産を配偶者が
取得してしまうと、それだけで法定相続分を超えてしまい、他の金融
財産を相続できない場合が生じます。これでは、相続開始後の配偶者
が金融資産を相続できず、安定的な生活を送る上で支障が生じる場合
があり、これに対応するために配偶者居住権が平成30年の民法改正で
創設されました。
(2) 民法上の主な規定（民1028～1041）
ア 配偶者居住権の成立と取得
被相続人の法律上の婚姻関係にある配偶者であって、内縁関係では

成立しません。
配偶者居住権は、遺産分割協議、遺贈、家庭裁判所の審判等により

取得することになります。遺言により配偶者居住権を取得する場合、
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特定財産承継遺言（※）では、原則として取得することができません。
しかし、遺言書の記載内容から、「遺贈」と解釈できる場合には「遺贈」
として取得することができます（「民法及び家事事件手続法の一部を改正す
る法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて（配偶者居住権関係）」（令

2・3・30民二324））。
配偶者居住権の設定対象となる建物は、被相続人所有かあるいは、

被相続人の配偶者の共有建物でなければならず、例えば、被相続人と
その子の共有建物では、配偶者居住権は成立しないことになります（民
1028）。
※ 遺産分割の方法を指定して、遺産に属する特定の財産を共同相続人
の1人又は数人に承継させる旨の遺言で、いわゆる「～に相続させる」
という遺言をいいます（民1014②）。

イ 配偶者居住権の存続期間と対抗要件
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間となりま

すが、遺産分割で終身とは別の期間を定めることもできます（民1030）。
配偶者居住権は、登記を備えないと第三者に対抗することができま

せん。また、建物所有者は、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義
務を負うこととされています（民1031）。

ウ 配偶者居住権の及ぶ範囲
配偶者が居住建物の一部しか使用していなかった場合であっても、

配偶者居住権の効力は居住建物全部に及びます（民1028①）。ここで、
配偶者居住権の設定対象建物が戸建住宅であればその敷地も配偶者居
住権の及ぶ敷地利用権の範囲と考えられますが、配偶者居住権の設定
対象である建物の敷地内に他の建物がある場合や、倉庫や車庫等が存
する場合、配偶者居住権の及ぶ敷地利用権の範囲が問題となります。
民法では「居住していた建物の全部」に配偶者居住権が及ぶと定め

るのみで、その敷地利用権については特に定めがありません。したが
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58 建築基準法違反の家屋・建築物

▲

評基通89

◆鑑定評価では、違反状態を是正するための費用を評価額か

ら控除する

解 説

１ 既存不適格建築物
(1) 既存不適格建築物とは

既存不適格建築物とは、建築時点では、その当時の建築基準関係規

定に適合した建築物であったのに、建築後に建築関係規定が改正や廃

止されたこと等により、現行の規定に適合しない状態にある建築物の

ことをいいます。

既存不適格建築物は、法令上の用語ではありませんが、国土交通省

のホームページでは、建築基準法3条2項に規定される建築物に対して

既存不適格建築物として説明しています。参考までに、建築基準法3

条2項を確認すると、次のように定められています。

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の
際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様
替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又は
これらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、
建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定
は、適用しない。
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(2) 既存不適格建築物の具体例
ア 耐震基準
既存不適格建築物には、様々な状態が考えられます。例えば、建築

基準法に基づく現行の耐震基準は、昭和56年6月1日に導入されました。
昭和56年5月31日以前に建築された建築物でも、現在の耐震基準を考
慮して建築されているものもありますが、基本的には、これ以前に建
築された建築物は既存不適格建築物となります。

イ 有害物質
シックハウス症候群（※）対策のため、ホルムアルデヒドに関する

建材、換気設備の規制、クロルピリホスの使用禁止といった化学物質
の建材規制が平成15年7月1日に施行されています。この改正前に建築
された建築物で、規制対象となる化学物質が、規制以上に使用されて
いる場合には、既存不適格建築物となります（建基28の2・37ほか・平14法
85改正附則1）。
石綿による健康被害を防止するため、吹付けアスベストとアスベス

ト含有吹付けロックウール（含有率が0.1％を超えるもの）は、平成18
年10月1日以降に、新たに建築する建築物への使用が禁止になりまし
た。また、平成18年9月30日以前に建築された建築物においても、増改
築等を行う場合は除去等（一定規模以下の場合は封じ込め又は囲い込
みを許容）が必要となります（建基28の2・37ほか・平18法5改正附則1）。
※ 住宅の高気密化などが進むに従って、建材等から発生する化学物質
などによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、「シッ
クハウス症候群」と呼ばれています。その症状は、目がチカチカする、
鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹など人によってさまざまです
（出典：厚生労働省ホームページ）。

ウ 都市計画の変更
このほか、都市計画の見直しにより、用途地域の区域変更が、容積

率や建ぺい率の変更、各種斜線制限や高さ制限の変更等により、現存
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